
等
閑
通
信

2 0 0 8 夏
６号

群
雄
堂
書
店

日
本
史
部

〒
二
三
六
―
０
０
２
１

神
奈
川
県
横
浜
市
金
沢
区
泥
亀
２
―
５
―
１
―
６
２
５

野
村
朋
弘
方

「
え
ェ
、
男
と
女
が
惚
れ
あ
っ
て
、
大
変
に
こ
の
、
気
分
の

い
い
と
い
う
も
の
…
、
ね
ぇ
？
」
と
始
ま
る
志
ん
朝
の
「
三
枚

起
請
」
（
ソ
ニ
ー
レ
コ
ー
ド
「
志
ん
朝
復
活
―
色
は
匂
へ
と
散

り
ぬ
る
を

い
」
に
所
収
）
。
年
季
が
あ
け
た
ら
夫
婦
に
な
ろ

う
、
と
い
う
女
郎
の
起
請
文
が
町
内
で
三
枚
も
出
て
き
て
、
あ

ざ
む
か
れ
た
男
た
ち
が
制
裁
行
動
に
出
る
一
席
。
起
請
文
と
は

簡
単
に
言
え
ば
固
い
約
束
。
そ
れ
を
神
様
に
誓
う
文
書
の
こ
と

で
、
こ
う
し
た
好
い
た
相
手
の
心
変
わ
り
が
気
に
な
る
、
色
恋

沙
汰
の
起
請
文
と
い
う
の
は
落
語
だ
け
で
は
な
く
、
時
代
が
違

え
ど
も
よ
っ
た
よ
う
で
す
。

一
例
を
挙
げ
る
と
次
の
『
吾
妻
鏡
』
。
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）

九
月
廿
五
日
条
に
あ
る
一
文
。

甲
午
、
幕
府
官
女
〈
号
姫
前
〉
今
夜
始
渡
于
江
間
殿
御
亭
、
是

比
企
藤
内
朝
宗
息
女
、
当
時
権
威
無
双
之
女
房
也
、
殊
相
叶
御

意
、
又
容
顔
太
美
麗
云
々
、
而
江
間
殿
、
此
一
両
年
、
以
耽
色

之
志
、
頻
雖
被
消
息
、
敢
無
容
用
之
処
、
将
軍
家
被
聞
食
之
、

不
可
致
離
別
之
旨
、
取
起
請
文
、
可
行
向
之
由
、
被
仰
件
女
房

之
間
、
乞
取
其
状
之
後
、
定
嫁
娶
之
儀
云
々
、

幕
府
に
仕
え
て
い
た
比
企
朝
宗
の
娘
に
江
間
殿
（
北
条
義
時
）

が
恋
を
し
て
、
そ
れ
を
将
軍
（
源
頼
朝
）
が
聞
き
及
び
決
し
て

離
婚
し
な
い
と
神
に
誓
わ
せ
て
嫁
取
り
を
さ
せ
た
と
い
う
。
好

い
た
惚
れ
た
と
話
を
聞
け
ば
、
ど
ん
な
に
時
代
を
隔
て
た
人
物

で
も
親
近
感
が
湧
く
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
れ
に
い
ざ
と
い
う

と
き
神
様
に
誓
う
と
い
う
の
も
、
い
ま
と
大
し
て
か
わ
り
は
な

い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、
中
世
に
於
い
て
、
神
に
誓
う
と

い
う
重
み
は
現
代
の
そ
れ
よ
り
も
大
き
か
っ
た
と
い
え
る
で
し

ょ
う
。

私
事
で
は
あ
り
ま
す
が
一
時
、
公
務
員
を
し
て
い
た
こ
と
が

あ
り
、
辞
令
交
付
の
際
に
「
法
令
や
上
司
の
命
令
を
遵
守
す
る

こ
と
」
を
誓
わ
さ
れ
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
宣
誓
書
で
す
。

こ
の
場
合
の
宣
誓
の
担
保
は
「
任
用
期
間
に
誓
っ
た
内
容
を

守
ら
な
い
と
ク
ビ
」
と
、
自
分
の
キ
ャ
リ
ア
で
し
た
が
、
中
世

で
は
神
様
へ
の
誓
い
を
担
保
と
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
く
ら
い

神
様
へ
の
誓
い
は
重
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
し
た
誓
い
、

つ
ま
り
は
起
請
文
で
す
が
平
安
鎌
倉
期
の
も
の
で
も
八
〇
〇
通

く
ら
い
現
存
し
て
い
ま
す
。
『
鎌
倉
時
代
研
究
資
料
集
』
の
古

文
書
学
ノ
ー
ト
で
は
、
こ
の
起
請
文
に
つ
い
て
、
多
く
の
頁
を

割
く
こ
と
な
く
さ
ら
り
と
や
り
過
ご
し
ま
し
た
。
今
回
の
等
閑

通
信
で
は
前
著
の
改
訂
作
業
に
際
し
て
、
増
補
し
た
起
請
文
の

部
分
を
、
ど
ど
ん
と
載
せ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

間
違
い
が
多
々
あ
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
無
料
ペ
ー

パ
ー
故
の
ご
愛
敬
と
い
う
こ
と
で
・
・
・
・



ⅳ
起
請
文

き
し
よ
う
も
ん

宣
誓
し
た
内
容
を
保
証
し
、
も
し
破
っ
た
場
合
は
神
仏
の
罸
を

受
け
る
旨
の
文
言
を
附
記
し
た
一
種
の
宣
誓
書

文
書
名
…
起
請
文
・
罸
文
・
告
文
・
神
判
・
神
血
・
誓
紙

ば
ち
も
ん

こ
う
も
ん

（
誓
詞
）
な
ど

起
請
文
の
構
成
要
件
…
確
言
＋
自
己
呪
詛
文
言

書

出

文

言

…

「

敬

白

起

請

文

事

」
・
「

敬

白

天
判
起
請
文
事
」
（
鎌
倉
期
以
降
）

て
ん
ぱ
ん
き
し
よ
う
も
ん
の
こ
と

前
書
…
遵
守
す
べ
き
制
約
を
述
べ
た
部
分
（
確
言
）

ま
え
が
き

神
文
…
神
仏
の
勧
請
及
び
呪
詛
文
言
（
罸
文
と
も
い
う
）

し
ん
も
ん神

文
を
牛
玉
宝
印
の
裏
に
書
く
こ
と
が
行
わ
れ
た

※
牛
玉
宝
印
＝
各
社
寺
が
発
行
し
た
護
符
（
後
述
）

文
例
１

「
雑
筆
要
集
」（
『
続
群
書
類
従
』
十
一
下
）

起
請
文
〈
六
十
六
〉

敬
白

起
請
文
事
、

右
旨
趣
者
、
於
某
身
彼
事
全
以
不
過
犯
、
若
令
申
虚

言
者
、

日
本
大
霊
験
熊
野
権
現
、
金
峰
、
両
国
鎮
守
、
日
前

国
懸
、
王
城
鎮
守
諸
大
明
神
、
六
十
余
州
大
小
神
等

之
御
罰
、
某
身
毛
穴
蒙
者
也
、
仍
起
請
文
如
件
、

年
号
月
日

姓
某
判

※
某
の
部
分
に
名
前
が
入
る
。

書前

→

文神

→

本
来
、
起
請
文
は
神
に
誓
う
文
書
な
の
で
文
例
１
・
２
の
よ
う

に
宛
名
を
書
か
な
い
。
神
前
で
焼
き
、
そ
の
灰
を
神
水
に
浮
か
べ

て
飲
む
事
も
あ
る
。
→
そ
う
し
た
起
請
文
は
残
ら
な
い
。

※
し
か
し
室
町
・
戦
国
期
か
ら
宛
名
が
書
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、

ま
た
取
り
交
わ
し
た
相
手
側
に
残
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
行
く
。

文
例
２

「
源
範
頼
起
請
文
」（
『
鎌
遺
』
六
七
九
号
）

敬
立
申

起
請
文
事

右
、
為
御
代
官
度
々
向
戦
場
畢
、
平
朝
敵
尽
愚
忠

以
降
、
全
無
弐
、
雖
為
御
子
孫
将
来
、
又
以
可
存

貞
節
者
也
、
且
又
無
御
疑
叶
御
意
之
条
、
具
見
先

々
厳
札
、
秘
而
畜
箱
底
、
而
今
更
不
誤
而
預
此
御

疑
、
不
便
次
第
也
、
所
詮
、
云
当
時
云
後
代
、
不

可
挿
不
忠
、
早
以
此
趣
、
可
誡
置
子
孫
者
也
、
万

之
一
仁
毛
令
違
犯
此
文
者
、

上
梵
天
帝
釈
、
下
界
伊
勢
・
春
日
・
賀
茂
、
別
氏

神
正
八
幡
大
菩
薩
等
之
神
罰
於
可
蒙
源
範
頼
身

也
、
仍
謹
慎
以
起
請
文
如
件
、

建
久
四
年
八
月

日

三
河
守
源
範
頼



【
起
請
文
の
源
流
】

①
祭
文
…
神
を
祭
る
文
書
。
祈
願
成
就
の
奉
賽
を
約
す
。
誓
約

さ
い
も
ん

を
保
証
す
る
手
段
と
し
て
、
神
罸
を
受
け
て
も
か
ま
わ
な
い
と

文
言
を
付
記
し
た
。

自
身
の
行
為
の
判
定
を
神
に
委
ね
る
→
天
判

て
ん
ぱ
ん

天
判
を
付
し
た
祭
文
→
天
判
祭
文

②
起
請
…
事
を
発
起
し
て
そ
の
実
行
を
上
位
者
に
対
し
て
誓
う

こ
と
。
制
式
・
制
誡
を
作
成
す
る
場
合
、
仏
神
祖
師
の
知
見
・

証
明
を
請
う
起
請
→
自
己
の
強
制
力
の
強
化

起
請
は
置
文
な
ど
で
、
制
式
・
制
誡
を
破
っ
た
者
に
対
す
る

呪
詛
（
他
人
呪
詛
）
の
流
れ
と
な
る
。

手
印
…
起
請
を
記
し
た
者
が
、
掌
に
朱
か
墨
を
塗
り
文
書
の
字

て

い

ん

面
に
捺
し
た
も
の
。
起
請
の
遵
守
に
対
す
る
表
白
。

ど
ち
ら
も
神
を
勧
請
し
、
そ
の
前
で
誓
う
。

【
各
種
初
見
】

「
草
部
行
元
起
請
文
札
」
（
保
延
三
年
（
一
一
三
七
）
七
月
二

十
九
日
。
塩
津
港
遺
跡
（
滋
賀
県
西
浅
井
町
塩
津
浜
）
で
見
つ

か
っ
た
木
簡
）

紙
に
記
さ
れ
た
起
請
文
…
三
春
是
行
起
請
文
（
久
安
四
年
（
一

一
四
八
）
四
月
十
五
日
。
『
百
巻
本
東
大
寺
文
書
』
二
一
号
文

書
／
『
平
遺
』
二
六
四
四
号
）

牛
玉
宝
印
に
記
さ
れ
た
起
請
文

二
月
堂
宝
印
…
東
大
寺
世
親
講
衆
連
署
起
請
文
（
文
永
三
年
（
一

二
六
六
）
十
二
月
二
十
四
日
。
『
東
大
寺
文
書
』
）

那
智
瀧
宝
印
…
東
大
寺
世
親
講
衆
連
署
起
請
文
（
文
永
三
年
（
一

二
六
六
）
十
二
月
二
十
七
日
。
『
百
巻
本
東
大
寺
文
書
』
六
八

号
／
『
鎌
遺
』
九
六
三
〇
号
）

※
巻
末
の
表
に
あ
る
通
り
、
現
存
す
る
牛
玉
宝
印
に
記
さ
れ
た

起
請
文
は
東
大
寺
文
書
の
も
の
が
多
い
。

【
起
請
内
容
の
種
類
】

確
言
的
起
請

内
容
に
あ
る
こ
と
が
、
真
実
で
あ
る
こ
と
を
確
言
す
る
も
の

確
約
的
起
請

あ
る
事
を
行
う
、
ま
た
は
行
わ
な
い
こ
と
を
確
約
す
る
も
の

【
起
請
文
の
系
列
】

ａ
．
天
判
型
起
請
文

「
確
言
（
誓
約
内
容
）
」
＋
「
神
文
・
罸
文
」

文
例
１
・
２
の
よ
う
な
典
型
的
な
起
請
文

→
後
に
「
牛
玉
宝
印
」
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
更
に

は
署
名
部
分
に
（
差
出
者
の
誠
意
を
込
め
て
）
血
判
が
据
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

ｂ
．
勧
請
型
起
請
文

「
神
文
（
神
仏
の
勧
請
）
」
＋
「
確
言
」
＋
「
罸
文
（
呪
詛
文

言
）
」

先
に
神
お
ろ
し
（
勧
請
）
を
し
、
罸
文
と
分
離
し
て
い
る
起
請
文

大
師
勧
請
之
起
請
文
な
ど
。

「
興
円
起
請
文
」『
鎌
遺
』
二
三
九
七
〇
号
や
「
重
家
等
連
署
起
請

文
」
『
鎌
遺
』
二
六
二
一
二
号
な
ど
。



文神

→

言確

→

文罸

→

大
師
勧
請
起
請
文
と
は

①
比
叡
山
に
関
す
る
諸
仏
・
諸
神
と
南
岳
・
天
台
両
大
師
か

ら
伝
教
大
師
、
慈
覚
大
師
を
勧
請
し
た
文
言
が
文
書
の
最
初
に

記
さ
れ
る
。

②
勧
請
し
た
文
言
を
書
い
た
部
分
に
は
「
そ
の
罸
を
蒙
る
」

旨
の
罸
文
は
な
く
、
そ
れ
に
続
く
誓
約
内
容
の
後
に
「
前
に
勧

請
し
た
仏
神
三
宝
の
罸
を
蒙
る
」
と
簡
略
な
罸
文
が
書
か
れ
る
。

③
料
紙
は
牛
玉
宝
印
を
使
わ
な
い
。

勧
請
型
起
請
文
の
例

「
重
家
等
連
署
起
請
文
」
（
『
鎌
遺
』
二
六
二
一
二
号
）

敬
白

立
申
天
罸
起
請
文
事

奉
始
上
梵
天
・
帝
釈
・
四
大
天
王
・

磨
王
界
五
道
冥
官
・
当

伽
藍
本
願
大
師
并
鎮
守
八
幡
大
菩
薩
・
王
城
鎮
守
諸
大
明
神
・

正
八
幡
宮
・
賀
茂
下
上
・
松
尾
・
稲
荷
・
祇
園
・
北
野
・
平
野

・
大
原
野
・
住
吉
・
春
日
、
殊
熊
野
三
所
権
現
・
日
吉
山
王
七

社
王
子
眷
属
、
惣
大
日
本
国
中
六
十
余
州
大
小
神
祇
冥
道
等
敬

白
言
、

右
、
件
起
請
文
者
、
重
家
引
成
仏
之
田
、
自
学
衆
御
方
依
蒙
御

不
審
候
、
傍
輩
等
就
歎
申
之
、
被
閣
是
非
、
預
御
免
上
者
、
而

後
重
家
并
傍
輩
等
、
更
々
奉
向
于
供
僧
学
衆
御
方
、
不
可
有
不

忠
之
儀
候
、
将
又
彼
重
家
自
今
後
、
現
不
忠
者
、
傍
輩
等
一
切

不
可
拘
申
者
也
、
此
条
々
、
若
雖
一
事
、
令
違
犯
候
者
、
奉
勧

請
上
件
本
願
大
仏
及
大
日
本
元
中
六
十
余
州
大
小
神
祇
冥
道
等

乃
御
罸
於
、
云
重
家
之
身
、
云
傍
輩
之
身
仁
厚
深
可
罷
蒙
候
、

仍
為
後
日
、
起
請
文
之
状
如
件
、

文
保
元
年
五
月
廿
四
日

重
家
（
花
押
）

友
重
（
花
押
）

円
勝
（
花
押
）

円
朝
（
花
押
）

大
師
勧
請
起
請
文
に
関
す
る
学
説

佐
藤
弘
夫
…
神
文
分
析
か
ら
見
出
さ
れ
る
世
界
を
「
中
世
神

仏
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
」
と
呼
び
、
仏
教
的
世
界
観
に
則
っ
た
序

列
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
。
「
あ
の
世
の
仏
」
＝
罸
を
与
え
な
い

仏
・
「
こ
の
世
の
神
仏
」
＝
罸
を
下
す
神
と
い
う
構
造
が
あ
る

と
主
張
。

千
々
和
到
…
大
師
勧
請
起
請
文
は
比
叡
山
の
も
の
。
中
世
の

普
遍
的
な
も
の
と
捉
え
る
に
は
妥
当
で
は
な
い
と
指
摘
。

※
「
大
師
勧
請
起
請
文
」
は
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
の
「
江

田
武
経
起
請
文
」
で
見
ら
れ
な
く
な
り
、
勧
請
型
起
請
文
の
発

展
系
と
し
て
豊
臣
家
が
使
っ
た
「
霊

社

上

巻
起
請
文
」
が
登

れ
い
し
や
じ
よ
う
が
ん

場
す
る
。

【
裁
判
に
お
け
る
起
請
文
】

中
世
の
裁
判
に
於
け
る
立
証
方
法
の
一
つ
と
し
て
も
行
わ
れ
た

…
参
籠
起
請
・
落
書
起
請
・
神
水
・
湯
起
請
・
鉄
火
な
ど

ａ
．
参
籠
起
請

さ
ん
ろ
う
き
し
よ
う

起
請
文
を
書
い
て
宣
誓
し
、
一
定
期
間
神
社
に
参
籠
し
、
そ

の
間
誓
約
を
破
る
と
み
な
さ
れ
る
特
定
の
現
象
（
「
失
」
）
が

生
じ
な
け
れ
ば
誓
約
に
虚
偽
な
し
と
さ
れ
る

参
籠
場
所

京
都
…
北
野
社

鎌
倉
…
鶴
岡
八
幡
宮
・
荏
柄
天
神

次
の
史
料
は
「
失
」
の
規
定
し
た
も
の
。
そ
れ
以
降
の
基
準

と
な
っ
た
。



「
起
請
文
失
条
々
定
」
（
『
鎌
遺
』
四
七
八
四
）

定起
請
文
失
条
々

一
、
鼻
血
出
事

一
、
書
起
請
文
後
病
事
〈
但
除
本
病
者
〉

一
、
鵄
烏
尿
懸
事

一
、
為
鼠
被
喰
衣
裳
事

一
、
自
身
中
令
下
血
事
〈
但
除
用
揚
枝
時
、
并
月
水
女
及
痔
病
者
〉

一
、
重
軽
服
事

一
、
父
子
罪
科
出
来
事

一
、
飲
食
時
咽
事
〈
以
被
打
背
程
、
可
定
失
者
〉

一
、
乗
用
馬
斃
事

右
、
書
起
請
文
之
間
、
七
箇
日
中
無
其
失
者
、
今
延
七
箇
日
、
可
令

参
篭
社
頭
、
若
二
七
箇
日
猶
無
失
者
、
就
惣
道
理
、
可
有
御
成
敗
之
状
、

依
仰
所
定
如
件
、

文
暦
二
年
閏
六
月
廿
八
日

右
衛
門
大
志
清
原
季
氏

左
衛
門
少
尉
藤
原
行
泰

図
書
少
允
藤
原
清
時

参
籠
起
請
の
例
１
（
鶴
岡
八
幡
宮
）

『
吾
妻
鏡
』
寛
喜
二
年
五
月
六
日
・
十
四
日
条

六
日
丁
酉
、
小
雨
灑
、
武
州
未
退
出
給
、
去
夜
盗
人
事
、
殊

被
驚
憤
之
故
也
、
於
侍
召
集
自
去
夜
参
候
之
輩
被
糺
弾
、
其

中
恪
勤
一
人
、
美
女
一
人
有
疑
殆
兮
、
仍
参
籠
于
鶴
岡
八
幡

宮
、
可
書
進
起
請
文
之
由
、
被
仰
含
畢
、

十
四
日
乙
巳
、
晴
、
先
日
嫌
疑
恪
勤
美
女
、
依
有
起
請
文
之

失
、
被
糺
明
子
細
、
追
放
御
所
中
、
件
美
女
引
級
彼
男
令
盗

之
条
、
令
露
顕
云
々
、

参
籠
起
請
の
例
２
（
荏
柄
天
神
）

『
吾
妻
鏡
』
寛
元
二
年
七
月
二
十
日
・
八
月
三
日
条

廿
日
戊
辰
、
（
中
略
）
今
日
、
落
合
蔵
人
泰
宗
并
市
河
女
子

藤
原
氏
等
〈
見
西
旧
妻
〉
、
一
七
ケ
日
参
籠
荏
柄
社
壇
、
可

書
進
起
請
之
由
、
為
対
馬
前
司
、
河
勾
平
右
衛
門
尉
等
奉
行
、

被
仰
付
之
、
此
上
、
平
右
近
入
道
寂
阿
、
鎌
田
三
郎
入
道
西

仏
寺
等
為
御
使
、
可
加
検
見
之
由
云
々
、
是
市
河
掃
部
允
高

光
法
師
〈
法
名
見
西
〉
、
訴
申
藤
原
氏
云
、
密
通
泰
宗
之
由

云
々
、
氏
女
論
申
之
間
、
及
此
儀
云
々
、

八
月
大
三
日
辛
未
、
市
河
女
子
藤
原
氏
事
、
於
荏
柄
社
不
密

通
落
合
蔵
人
泰
宗
之
由
、
書
起
請
文
、
令
参
籠
之
間
、
以
御

使
者
寂
阿
・
西
仏
、
被
加
検
見
之
処
、
七
日
七
夜
無
其
失
之

由
、
各
申
之
、
仍
市
河
掃
部
助
入
道
見
西
所
訴
申
之
信
濃
国

船
山
内
青
沼
村
、
伊
勢
国
光
吉
名
、
甲
斐
国
市
河
屋
敷
等
者
、

可
令
氏
女
領
掌
之
、
至
市
河
屋
敷
者
、
氏
女
一
期
之
後
、
可

賜
見
西
子
孫
之
由
、
今
日
被
定
之
、
氏
女
者
見
西
旧
妻
也
、

令
相
嫁
之
始
、
若
離
別
者
、
可
知
行
件
所
所
之
旨
、
成
契
約

之
間
、
任
契
状
可
充
賜
之
趣
、
有
氏
女
訴
訟
之
時
、
令
密
通

泰
宗
之
旨
、
見
西
申
之
、
依
難
被
閣
之
、
及
起
請
参
籠
等
沙

汰
云
々
、



ｂ
．
落
書
起
請
…
犯
人
不
明
の
犯
罪
が
発
生
し
た
際
、
無
記
名

ら
く
し
よ
き
し
よ
う

投
票
で
犯
人
を
名
指
し
す
る
方
法
。
雨
落
書
・
無
名
入
文
と
も

あ
め
ら
く
し
よ

い
れ
ぶ
み

い
う
。

ｃ
．
神
水
…
起
請
文
を
焼
い
た
灰
を
水
に
混
ぜ
て
飲
ま
せ
て
、

し
ん
す
い

そ
の
後
の
体
調
の
変
化
で
「
失
」
を
判
定
す
る
方
法
。

ｄ
．
湯
起
請
…
起
請
文
を
書
き
、
熱
湯
の
中
の
石
を
取
り
出
さ

ゆ

ぎ
し

よ

う

せ
、
火
傷
の
具
合
で
判
定
す
る
方
法
。
犯
罪
や
堺
相
論
で
行
う
。

※
室
町
期
に
多
く
行
な
わ
れ
る
。

ｅ
．
鉄
火
…
起
請
文
を
書
き
、
真
赤
に
焼
い
た
鉄
棒
を
握
ら
せ

て

つ

か

て
火
傷
の
具
合
で
判
定
す
る
方
法
。
湯
起
請
と
同
じ
く
犯
罪
や

堺
相
論
の
と
き
行
う
。

※
ｄ
と
ｅ
は
室
町
以
降
に
多
く
見
ら
れ
る
。

→
中
世
の
起
請
文
は
、
「
失
」
を
決
め
る
に
は
基
準
が
曖
昧
。

そ
れ
は
神
仏
へ
の
信
仰
心
が
「
担
保
」
と
な
っ
て
い
た
か
ら
。

【
牛
玉
宝
印
に
つ
い
て
】

ご
お
う
ほ
う
い
ん

寺
社
が
発
行
し
た
護
符
の
一
種

起
請
文
で
は
神
文
の
部
分
を
、
牛
玉
宝
印
の
裏
に
書
く
事
が
あ

る
。
こ
の
行
為
を
「
宝
印
を

翻

す
」
と
言
う
。

ひ
る
が
え

最
も
有
名
な
の
が
、
熊
野
三
山
（
本
宮
・
新
宮
・
那
智
瀧
）
の

牛
玉
宝
印
。
他
、
東
大
寺
（
二
月
堂
・
三
月
堂
・
大
仏
殿
・
戒

壇
院
）
、
手
向
山
八
幡
宮
、
東
寺
（
御
影
堂
・
救
王
護
国
寺
）
、

石
清
水
八
幡
宮
、
北
野
社
、
金
峰
山
、
多
賀
大
社
な
ど
多
く
の

寺
社
が
発
行
し
て
い
る
。

参
照
図
版

・
中
村
直
勝
『
起
請
の
心
』

・
相
田
二
郎
「
起
請
文
の
料
紙
牛
王
宝
印
に
つ
い
て
」

・
『
国
史
大
辞
典
』
起
請
文
の
図
版
特
集

・
町
田
市
立
博
物
館
図
録
『
牛
玉
宝
印
』

・
國
學
院
大
學
『
國
學
院
大
學
所
蔵
の
牛
玉
宝
印
』

牛
玉
宝
印
の
一
例

（
現
在
の
碓
氷
峠
の
熊
野
神
社
の
も
の
・
個
人
蔵
）



神
文
部
分
に
牛
玉
宝
印
を
用
い
る
際
、
紙
継
は
通
常
と
逆
に
行

う
…
起
請
継

き
し
よ
う
つ
ぎ

通
常
の
史
料
の
紙
継
…
右
紙
を
上
、
左
紙
を
下
。

起
請
継
…
左
紙
（
牛
玉
宝
印
）
を
上
、
右
紙
を
下
。

※
後
世
、
文
書
補
修
が
な
さ
れ
た
際
に
通
常
の
紙
継
ぎ
に
直
さ

れ
る
場
合
が
あ
る
の
で
注
意
。

【
参
考
文
献
】

毎
度
の
こ
と
で
す
が
、
佐
藤
進
一
『
新
版

古
文
書
学
入
門
』

（
法
政
大
学
出
版
局

二
〇
〇
三
年
）
に
一
番
お
世
話
に
な
り

ま
し
た
。
た
だ
、
お
お
よ
そ
入
門
書
と
呼
ぶ
に
は
相
応
し
く
な

い
で
す
。
な
の
で
、
起
請
文
の
概
要
を
知
る
に
は
「
護
符
・
起

請
文
の
調
査
と
研
究
」
（
國
學
院
大
學
二
十
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ

ラ
ム
『
神
道
と
日
本
文
化
の
国
学
的
研
究
発
信
の
拠
点
形
成

研
究

報
告
Ⅱ
』
二
〇
〇
七
年
）
に
あ
る
千
々
和
到
「
起
請
文
と
は
何
か

中
世
の
起
請
文
に
見
る
神
と
仏
」
が
お
勧
め
で
す
。
あ
と
、
佐
藤
弘

夫
『
起
請
文
の
精
神
史
―
中
世
世
界
の
神
と
仏
』
（
講
談
社

二

〇
〇
六
年
）
も
分
か
り
や
す
い
。
但
し
古
文
書
学
的
な
本
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
。

そ
の
他
、
各
論
と
し
て
は
、
千
々
和
到
の
諸
論
「
大
師
勧
請
起

請
文
」
（
『
中
世
の
社
会
と
史
料
』
吉
川
弘
文
館

二
〇
〇
五

年
）
・
「
中
世
の
誓
約
文
書
＝
起
請
文
の
、
二
つ
の
系
列
」
（
『
國

學
院
雑
誌
』
一
〇
六
編
二
号

二
〇
〇
五
年
）
・
「
霊
社
上
巻

起
請
文--

秀
吉
晩
年
の
諸
大
名
起
請
文
か
ら
琉
球
中
山
王
起
請

文
へ
」
（
『
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
八
八
号

二
〇
〇
一
年
）
・
「
中
世
民
衆
の
意
識
と
思
想
」
（
『
一
揆
』
４

東
京
大
学
出
版
会

一
九
八
一
年
）
、
細
貝
眞
理
「
室
町
時

代
の
湯
起
請
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
神
道
と
日
本
文
化
の
国

学
的
研
究
発
信
の
拠
点
形
成
』
研
究
報
告
Ⅱ

二
〇
〇
七
年
）
、

黒
川
直
則
「
東
寺
の
起
請
文
と
牛
玉
宝
印
」
（
『
資
料
館
紀
要
』

八
号

京
都
府
立
総
合
資
料
館

一
九
八
〇
年
）
等
が
、
今
回

の
ペ
ー
パ
ー
で
参
考
に
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

【
参
考
サ
イ
ト
】

「
日
本
に
お
け
る
護
符
文
化
の
解
明
」

h
ttp://w

w
w

2.k
ok

ug
aku

in
.ac.jp

/go
fu

千
々
和
先
生
を
代
表
者
と
し
た
研
究
グ
ル
ー
プ
の
サ
イ
ト
。
私

も
末
端
で
働
い
て
お
り
ま
す
。

「
紙
本
墨
書
生
島
足
島
神
社
文
書
」

h
ttp

://m
useum

.um
ic.jp

/iku
sh

im
a/in

dex
.h

tm
l

長
野
県
に
あ
る
生
島
足
島
神
社
に
あ
る
武
田
家
の
家
臣
団
が
書

い
た
起
請
文
群
が
見
ら
れ
ま
す
。
サ
イ
ト
で
起
請
文
を
見
る
に

は
最
適
な
と
こ
ろ
で
す
。

【
編
集
後
記
】

今
年
の
夏
は
、
予
定
し
て
い
た
合
作
が
流
れ
、
何
も
作
る
気

力
も
無
か
っ
た
の
で
す
が
、
せ
っ
か
く
夏
受
か
っ
た
ん
だ
し
と

ペ
ー
パ
ー
を
作
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
あ
く
ま
で
『
鎌
倉
時
代

研
究
資
料
集
』
の
改
訂
増
補
の
一
部
分
で
は
あ
り
ま
す
が
、
何

か
の
お
役
に
立
て
れ
ば
幸
い
で
す
。
改
訂
増
補
本
が
い
つ
に
な

っ
た
ら
出
る
の
か
は
不
明
な
の
で
、
今
後
は
こ
う
や
っ
て
ペ
ー

パ
ー
で
少
し
ず
つ
出
し
て
行
け
れ
ば
良
い
か
な
ぁ
と
思
い
ま

す
。
で
は
ま
た
。

野
村
朋
弘
拝



和暦 西暦 文書名 宝印種類 典拠 原蔵 刊本
文永3年12月20日 1266 東大寺世親講衆連署起請文 二月堂 東大寺文書3-3-123 東大寺
文永3年12月27日 1266 東大寺世親講衆連署起請文 那智瀧 百巻本東大寺文書68号 東大寺 鎌遺9630
文永3年？ 1266 快春起請文 二月堂 京都大学所蔵東大寺文書 東大寺 鎌遺9622
弘安4年9月10日 1281 平末広起請文 二月堂 エール大学所蔵東大寺文書 東大寺
弘安9年？ 1286 東大寺衆徒等（？）起請文 二月堂 根津美術館所蔵文書 東大寺 鎌遺16054
正応1年７月　日 1288 顕良等連署起請文 二月堂 弘文荘待賈文書 鎌遺16708
正応2年7月30日 1289 慶舜起請文 熊野 東大寺文書3-3-133 東大寺 鎌遺17078
正応2年8月3日 1289 延俊起請文 熊野 狩野亨吉氏蒐集文書18 東大寺 鎌遺17092
正応6年5月12日 1293 定春等連署起請文 二月堂 東大寺文書4-95 東大寺 鎌遺18199
永仁2年7月19日 1294 尊堯等起請文 二月堂 山城松尾神社文書 鎌遺補1775
永仁2年10月16日 1294 伊賀黒田荘没官領所当請文案 八幡宮大仏殿 東大寺文書4-71 東大寺 鎌遺18676
永仁5年1月16日 1297 東大寺衆徒衆議条々起請文 宝印 狩野亨吉氏蒐集文書 東大寺
永仁5年8月4日 1297 播磨国大部荘使起請文 二月堂 東大寺文書 東大寺 鎌遺19425
正安1年6月25日 1299 貞玄起請文 二月堂 東京大学蔵東大寺文書 東大寺 鎌遺20145
正安1年7月　日 1299 播磨大部荘下方百姓起請文 宝印 狩野亨吉氏蒐集文書18 東大寺 鎌遺20181
正安2年11月19日 1300 大和櫟本郷民連署起請文 山王 東大寺文書 東大寺 鎌遺20641
正安2年12月30日 1300 東大寺衆徒連署起請文 二月堂 水木直箭氏所蔵文書 東大寺
正安4年5月15日 1302 東大寺堂衆連署起請文 二月堂 水木直箭氏所蔵文書 東大寺
応長2年2月20日 1312 頼氏起請文 二月堂 水木直箭氏所蔵文書 東大寺
応長2年2月20日 1312 大法師明真起請文 二月堂 三浦周行氏所蔵文書 東大寺
正和3年5月19日 1314 僧快春起請文 二月堂 東大寺文書 東大寺
正和3年5月19日 1314 僧快春起請文 二月堂 東大寺文書 東大寺
正和4年6月4日 1315 源兼定起請文 北野社 九条家文書 鎌遺25531
正和4年11月22日 1315 東大寺衆徒連署起請文 二月堂 狩野亨吉氏蒐集文書 東大寺
文保1年6月22日 1317 玄然起請文 二月堂 根津美術館所蔵文書 東大寺 鎌遺26243
文保2年9月30日 1318 専信起請文 二月堂 大和筒井寛聖文書 東大寺 鎌遺26789
元応2年3月12日 1320 東大寺僧連署起請文 宝印 狩野亨吉氏蒐集文書18 東大寺 鎌遺27406
元応2年4月23日 1320 某起請文 墨書「宝印」 中村直勝氏所蔵文書 東大寺 鎌遺27463
元亨3年6月29日 1323 河上荘三斗米納所定賢起請文 二月堂 水木直箭氏所蔵文書 東大寺
正中2年8月2日 1325 東大寺領大部荘内検使起請文 二月堂 東大寺文書 東大寺 鎌遺29171
正中3年2月22日 1326 尭円起請文 二月堂 東大寺文書4-69 東大寺 鎌遺29361
正中3年4月27日 1326 尊守起請文 二月堂 市島謙吉文書 東大寺 鎌遺29472
嘉暦1年6月9日 1326 東大寺秀円等連署起請文 二月堂 早稲田大学所蔵文書 東大寺 鎌遺29520
嘉暦4年6月25日 1329 因幡千土師郷東方上村百姓等起請 宝印 武本為訓所蔵文書 鎌遺30642
元徳2年4月19日 1330 寺僧懐舜等連署起請文 二月堂 根津嘉一郎氏所蔵文書 東大寺
鎌倉中期 僧信盛等連署起請文断簡 二月堂 東大寺文書 東大寺
鎌倉中期 僧慶尊等連署起請文断簡 二月堂 東大寺文書 東大寺
鎌倉後期 東大寺僧等起請文 二月堂 東大寺文書 東大寺
鎌倉後期 東大寺僧等連署起請文 妙音寺 東大寺文書 東大寺
鎌倉後期 某起請文 二月堂 東大寺文書 東大寺
鎌倉後期 某起請文 二月堂 東大寺文書 東大寺
鎌倉後期 某起請文断簡 二月堂 東大寺文書 東大寺
鎌倉後期 東大寺衆徒連署起請文 二月堂 根津嘉一郎氏所蔵文書 東大寺
建武2年8月9日 1335 僧尭賢起請文 二月堂 東大寺文書 東大寺 兵庫県史史料大部153
建武3年1月22日 1336 宰相殿所領在所事落書起請文 西福寺 東大寺文書 東大寺
建武3年1月22日 1336 宰相殿所領在所事落書起請文 西福寺 東大寺文書 東大寺
建武3年1月22日 1336 サネノリ起請文 八幡宮 東大寺文書 東大寺
建武3年1月22日 1336 宰相殿所領在所事落書起請文 観音講 東大寺文書 東大寺
建武3年1月22日 1336 某起請文 両福寺 東大寺文書 東大寺
延元1年5月 日 1336 大井荘百姓等連署起請文 白山権現 竹内文平氏所蔵文書 東大寺
延元1年5月 日 1336 茜部荘百姓等連署起請文 白山権現 東大寺文書 東大寺
建武4年7月2日 1337 東大寺衆徒等連署起請文 二月堂 東大寺文書 東大寺
建武4年12月2日 1337 勝実起請文 大仏殿 東大寺文書 東大寺
建武4年12月5日 1337 千松せウ等連署起請文 熊野 東大寺文書 東大寺
建武4年12月5日 1337 イヤ王入道等連署起請文 長谷寺 東大寺文書 東大寺
暦応2年3月4日 1339 東大寺衆議記録并追加 二月堂 東大寺文書 東大寺
暦応3年10月6日 1340 覚杲起請文 二月堂 三浦周行氏所蔵文書
暦応3年10月29日 1340 傾城殺害等事落書起請文 地蔵堂 東大寺文書 東大寺
暦応3年10月29日 1340 傾城殺害事落書起請文 戒壇院 東大寺文書 東大寺
暦応3年10月29日 1340 傾城殺害事落書起請文 福成院 東大寺文書 東大寺
暦応3年10月29日 1340 追剥・人殺害事落書起請文 地蔵講 東大寺文書 東大寺
暦応3年10月29日 1340 女殺害并物剥事落書起請文 地蔵堂 東大寺文書 東大寺
暦応3年?10月29日 1340 落書起請文 金峯山 東大寺文書 東大寺
暦応3年?10月29日 1340 落書起請文 毘沙聞講 東大寺文書 東大寺
暦応3年10月30日 1340 落書起請文 大仏殿 東大寺文書 東大寺
暦応3年10月30日 1340 女殺害事落書起請文 阿弥陀寺 東大寺文書 東大寺
暦応3年12月11日 1340 質屋失物事落書起請文 八幡宮 東大寺文書 東大寺
暦応3年12月12日 1340 質屋失物事落書起請文 両福寺 東大寺文書 東大寺
暦応4年5月24日 1341 碓井梶取乙王丸起請文 二月堂 東大寺文書 東大寺
貞和2年5月19日 1346 亀松殺害事落書起請文 阿弥陀堂 東大寺文書 東大寺
貞和2年5月19日 1346 亀松殺害事落書起請文 妙音寺 東大寺文書 東大寺
貞和2年5月19日 1346 亀松殺害事落書起請文 地蔵講 東大寺文書 東大寺
貞和2年5月19日 1346 亀松殺害事落書起請文 地蔵講 東大寺文書 東大寺
貞和2年5月19日 1346 亀松殺害事落書起請文 金峯山 東大寺文書 東大寺
貞和2年5月19日 1346 亀松殺害事落書起請文 妙音寺 東大寺文書 東大寺
貞和2年5月19日 1346 亀松殺害事落書起請文 金峯山 東大寺文書 東大寺
貞和4年6月29日 1348 賢有起請文 二月堂 水木直箭氏所蔵文書 東大寺
貞和4年9月30日 1348 快尋等連署起請文 二月堂 水木直箭氏所蔵文書 東大寺
貞和5年9月16日 1349 東大寺衆徒連署起請文 二月堂 根津嘉一郎氏所蔵文書 東大寺
観応1年9月8日 1350 某起請文 二月堂 水木直箭氏所蔵文書 東大寺
観応2年8月2日 1351 東大寺大部庄起請文 二月堂 京都帝国大学所蔵文書 東大寺
文和2年11月14日 1353 森屋荘百姓等連署年貢請文 四王堂 西大寺文書 西大寺
延文1年9月日 1356 雑掌称寂起請文 熊野 大東文書 大東家 春日大社6-大東100
応安1年12月8日 1368 吉寿丸等連署起請文 宝印 西大寺文書 西大寺
永和3年4月9日 1377 某起請文 法隆寺吉祥御願 水木直箭氏所蔵文書 東大寺?
南北朝期 某連署起請文 宝印 西大寺文書 西大寺

現存する牛玉宝印に記された起請文一覧（案）

*採録したのは、牛玉宝印が使用された初見から、南北朝合一の明徳3年（1392）まで。データの抽出には東京大学史料編纂所の古文書目録DBを利
用した。現状での確認は写真帳・影写本が主なので、判別不明な物は「宝印」と記しています。まだ収集途中なので増える可能は大です。もし抜けをご
存じでしたらご一報下さい存じでしたらご一報下さい。
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